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(57)【要約】
【課題】クラッチプレートやリング、クラッチディスク
等に用いて好適な、高い硬度を備え、また打ち抜き加工
時における端面性状および温度上昇時における平坦度に
優れた冷延鋼板を提供する。
【解決手段】質量％で、Ｃ：0.01～0.15％、Si：0.03％
以下、Mn：0.10～0.70％、Ｐ：0.025％以下、Ｓ：0.025
％以下、Al：0.01～0.05％およびＮ：0.008％以下を含
有し、かつこれらの成分が、(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.
85×(Ｐ％)≧0.21の関係を満足し、残部はFeおよび不可
避的不純物の組成にすると共に、フェライト平均粒径が
２～10μmで、未再結晶率が25％以上90％以下の部分再
結晶組織とすることにより、硬度をロックウェル硬さHR
Bで83以上とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
質量％で、
Ｃ：0.01～0.15％、
Si：0.03％以下、
Mn：0.10～0.70％、
Ｐ：0.025％以下、
Ｓ：0.025％以下、
Al：0.01～0.05％および
Ｎ：0.008％以下
を含有し、かつこれらの成分が、次式（１）
(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)≧0.21 ・・・（１）
　ただし、(Ｍ％)は元素Ｍの含有量(質量％)を示す
の関係を満足し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になり、フェライト平均粒径が２
～10μmで、未再結晶率が25％以上90％以下の部分再結晶組織からなり、硬度がロックウ
ェル硬さHRBで83以上であることを特徴とする冷延鋼板。
【請求項２】
質量％で、
Ｃ：0.01～0.15％、
Si：0.03％以下、
Mn：0.10～0.70％、
Ｐ：0.025％以下、
Ｓ：0.025％以下、
Al：0.01～0.05％および
Ｎ：0.008％以下
を含有し、かつこれらの成分が、次式（１）
(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)≧0.21 ・・・（１）
　ただし、(Ｍ％)は元素Ｍの含有量(質量％)を示す
の関係を満足し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になるスラブを、仕上げ温度：Ａ
r3変態点以上で熱間圧延し、巻取温度：580～750℃の温度で巻き取り、ついで酸洗後、圧
下率：65％以上で冷間圧延し、その後、連続焼鈍により680℃以下の温度で焼鈍すること
を特徴とする冷延鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用変速機の機械部品であるクラッチプレートやリング、クラッチディ
スク等に用いて好適な、強度と打ち抜き加工性および耐熱変形性に優れた冷延鋼板および
その製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用トランスミッションは、クラッチプレートやシンクロナイザーリング、クラッ
チディスクなどから構成されており、駆動力を伝達するとともに、摩擦によって発生する
熱を吸収する役目を担っている。このような部品は、鋼板をリング状に打ち抜くことによ
って製造される。トランスミッションは、このようなリング状のプレートを何枚も重ねて
、トルクを伝達する構造になっており、その機能として、耐摩耗性とプレートの平坦度が
要求される。そのため、素材である鋼板の必要特性として、硬度、打ち抜き加工時の性状
（平坦度およびバリなどの打ち抜き面性状）および加熱時の変形の少なさ、すなわち耐熱
変形性に優れることなどが求められる。
【０００３】
　従来から、オートマチックトランスミッション（以下、ＡＴという）のクラッチプレー



(3) JP 2009-228128 A 2009.10.8

10

20

30

40

50

ト用素材としては、ＪＩＳ Ｇ３３１１に規定される機械構造用鋼のうち、主にＳ３５Ｃ
冷延鋼板が使用されていた。このＳ３５Ｃ冷延鋼板は、「スラブ→熱間圧延→酸洗→焼鈍
→冷間圧延」の工程で製造される。Ｓ３５Ｃ冷延鋼板は、Ｃを多く含む（0.35質量％程度
）ことから、熱延鋼板のままでは硬度が高いため、冷間圧延前に炭化物の球状化と軟質化
を目的とした、数時間以上の長時間の焼鈍を必須としている。従って、低価格が要求され
る自動車部品においては、コスト的に非常に不利になっている。
【０００４】
　特許文献１には、冷間圧延前の熱延鋼板の焼鈍を省略する技術が開示されている。すな
わち、Ｃを0.25質量％以下として軟質性をもたせた熱延鋼板を、圧下率：50％以上で冷間
圧延することにより、所望の硬度と表面粗さを確保した、耐摩耗性と打ち抜き加工性に優
れるＡＴクラッチプレート用の冷延鋼板が提案されている。しかし、このような鋼板は、
冷間圧延時の残留応力により、打ち抜き加工時に打ち抜き端面の性状が著しく劣化し、ま
た、温度が上昇した場合、熱歪みが生じ、リング状製品の平坦度が著しく低下するという
問題があった。
【０００５】
　特許文献２には、上記した冷間圧延後の残留応力を改善する技術として、冷間圧延後の
鋼板にさらに、ロール径：300mm以上の大ロールを用いて圧下率：１％程度の軽圧下圧延
を施すことによって、残留応力を低減したＡＴクラッチプレート用冷延鋼板が提案されて
いる。しかし、この方法では、鋼板表裏に導入された歪みの差が低減されるため、プレス
打ち抜き加工時における打抜き端面の性状は改善されるものの、鋼板内部における残留応
力は開放されないため、温度上昇時に熱歪みによる変形が避けられず、リング状製品の平
坦度が著しく低下することに変わりはなかった。
【０００６】
　特許文献３には、酸洗等の鋼板表面粗度調整処理を行い、表面粗さを最適にした、摩擦
材との接着性に優れたＡＴクラッチプレート用鋼板が提案されている。この鋼板は、熱間
圧延、酸洗後、好ましくは炭化物を球状化するため500～800℃で３時間以上焼鈍し、つい
で圧下率１％以上で調質圧延もしくは冷間圧延後、鋼板表面粗度調整処理を行うものであ
るが、冷間圧延後の残留応力に起因したリング状製品の平坦度の著しい低下は、特許文献
１および特許文献２と同様に解決されていなかった。
【特許文献１】特開2003-277883号公報
【特許文献２】特開2005-200712号公報
【特許文献３】特開2004-107722号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の問題を有利に解決するもので、クラッチプレート、リング、クラッチ
ディスク等に用いて好適な、高い硬度を備え、また打ち抜き加工時における端面性状およ
び温度上昇時における平坦度に優れた冷延鋼板を、その有利な製造方法と共に提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明の解明経緯について説明する。
従来のクラッチプレート用鋼板がもつ残留歪みに起因した弊害を解消するには、従来のよ
うに冷間圧延のままの鋼板を素材とするのではなく、冷間圧延後に焼鈍を施して残留歪み
を開放させた冷延焼鈍板を素材とすれば良い。しかしながら、焼鈍により完全に再結晶さ
せた場合には、必要な硬度を得ることができない。
　そこで、発明者らは、この問題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、冷間圧延後の焼鈍
によって鋼組織を完全な再結晶組織とするのではなく、一部未再結晶組織を残した部分再
結晶組織とすることにより、所望の硬度を確保した上で、残留歪みに起因した問題、すな
わち打ち抜き加工時における端面性状の劣化および温度上昇時の熱歪みに起因した平坦度



(4) JP 2009-228128 A 2009.10.8

10

20

30

40

50

の劣化が軽減されることの知見を得た。
　すなわち、再結晶組織と未再結晶組織を共存させた場合、再結晶組織には圧延歪みが残
留していないので、その分打ち抜き加工時における端面性状の劣化や温度上昇時における
平坦度の劣化が軽減され、また未再結晶組織には圧延歪みが残留しているので、この一部
残留歪みと再結晶粒の微細化とが相まって必要な硬度が確保されることが究明されたので
ある。
　さらに、鋼板の硬度には、鋼成分中、特にＣ、MnおよびＰの寄与が大きく、これらを適
量含有させることによって、必要強度が安定して得られることも併せて見出した。
　本発明は、上記の知見を基に種々研究を重ねた末に開発されたものである。
【０００９】
　本発明の要旨構成は、次のとおりである。
１．質量％で、
Ｃ：0.01～0.15％、
Si：0.03％以下、
Mn：0.10～0.70％、
Ｐ：0.025％以下、
Ｓ：0.025％以下、
Al：0.01～0.05％および
Ｎ：0.008％以下
を含有し、かつこれらの成分が、次式（１）
(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)≧0.21 ・・・（１）
　ただし、(Ｍ％)は元素Ｍの含有量(質量％)を示す
の関係を満足し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になり、フェライト平均粒径が２
～10μmで、未再結晶率が25％以上90％以下の部分再結晶組織からなり、硬度がロックウ
ェル硬さHRBで83以上であることを特徴とする冷延鋼板。
【００１０】
２．質量％で、
Ｃ：0.01～0.15％、
Si：0.03％以下、
Mn：0.10～0.70％、
Ｐ：0.025％以下、
Ｓ：0.025％以下、
Al：0.01～0.05％および
Ｎ：0.008％以下
を含有し、かつこれらの成分が、次式（１）
(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)≧0.21 ・・・（１）
　ただし、(Ｍ％)は元素Ｍの含有量(質量％)を示す
の関係を満足し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になるスラブを、仕上げ温度：Ａ
r3変態点以上で熱間圧延し、巻取温度：580～750℃の温度で巻き取り、ついで酸洗後、圧
下率：65％以上で冷間圧延し、その後、連続焼鈍により680℃以下の温度で焼鈍すること
を特徴とする冷延鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に従い、鋼成分を調整した上で、鋼組織を部分再結晶組織とすることにより、ク
ラッチプレートをはじめとする自動車用変速機の構成部品に用いて好適な、高強度（高硬
度）で、打ち抜き加工性および耐熱変形性に優れる冷延鋼板を得ることができる。
　また、本発明によれば、冷間圧延後の焼鈍は１時間未満の短時間で良く、しかも極めて
生産効率の高い連続焼鈍炉で行うことができるので、本発明の冷延鋼板は、さほどのコス
トアップを招くことなしに製造することができ、従って価格競争の厳しい自動車部品に用
いて好適である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を具体的に説明する。
　まず、本発明において、鋼板の組織を上記のように限定した理由について述べる。
フェライト平均粒径：２～10μm
　十分な硬度を確保するためにはフェライト平均粒径が適正範囲にあることが必要で、10
μmを超えるフェライト平均粒径では所望の硬度が得られない。一方、２μm未満では、過
度に硬度が上昇して、プレス打抜き性が低下する。好ましいフェライト平均粒径は、４～
８μmの範囲である。
　なお、本発明において、フェライト平均粒径は、鋼板の圧延方向の板厚断面を観察し、
JIS G 0551（附属書）に記載の切断法に準拠して求める。
【００１３】
未再結晶率：25％以上90％以下
　本発明の冷延鋼板は、未再結晶組織と再結晶組織とからなる部分再結晶組織であること
が最大の特徴である。鋼板の硬度を確保するためには、冷間圧延時に鋼板に付与される圧
延歪が残存している未再結晶粒を一定量含有させる必要がある。打ち抜き加工性および耐
熱変形性を向上させるには再結晶組織も一定量含有させる必要がある。つまり、高い硬度
と打ち抜き加工性、耐熱変形性を兼ね備えるためには、未再結晶組織と再結晶組織との割
合が重要である。
　ここで、圧延歪の効果により所望の硬度を得るためには、未再結晶率を25％以上とする
必要がある。しかしながら、未再結晶率が90％を超えると再結晶粒が著しく減少し、打ち
抜き加工性が劣化するとともに、残留応力が大きくなりすぎ平坦度も劣化することから、
未再結晶率は90％以下とする。より好ましくは40％以上80％以下の範囲である。
　なお、未再結晶率は、鋼板の圧延方向の板厚断面を観察し、組織全体に占める未再結晶
組織の占める割合（面積率）を求めて、これを未再結晶率とすればよい。
【００１４】
　次に、本発明において、鋼板の成分組成を前記のように限定した理由について述べる。
なお、成分についての「％」表示は、特に断らない限り質量％を意味するものとする。
Ｃ：0.01～0.15％
　Ｃは、冷延鋼板の硬度および耐摩耗性の観点から重要な元素であり、Ｃ量が高くなると
硬度および耐摩耗性がともに上昇する。従って、所望の硬度および耐摩耗性を得るために
、Ｃ量は0.01％以上とする。一方、Ｃ量が0.15％を超えると打ち抜き加工性が劣化する。
また、打ち抜き時の表裏の変形歪み差が大きくなり、さらには、昇温時に熱歪みによる変
形が大きくなることから、打ち抜き材の平坦度が劣化する。従って、Ｃ量は、0.01～0.15
％の範囲に限定した。好ましいＣ量は、0.05～0.15％の範囲であり、より好ましくは0.10
～0.15％の範囲である。
【００１５】
Si：0.03％以下
　Si量が0.03％を超えると、熱延鋼板の表面にスケール起因の欠陥が発生しやすく、また
、熱間圧延後に酸洗を行っても、スケールを完全に除去することが困難となる。このため
、熱延鋼板表面にスケールに起因する欠陥が発生しやすく、鋼板の表面状態を悪化させ、
その結果、冷間圧延後の焼鈍済み鋼板の表面性状にも悪影響を与える。従って、Si量は0.
03％以下に限定した。好ましくは、0.02％以下であり、０％であってもよい。なお、現状
の精錬技術では著しい製綱コストの上昇を伴わないSi量の下限は0.005％程度である。
【００１６】
Mn：0.10～0.70％
　Mnは、鋼中に不純物として存在するＳを析出物(MnS)として固定し、Ｓに起因する悪影
響を低減する作用を有する元素である。この効果を得るためには、Mn量を0.10％以上とす
る必要がある。一方、Mn量が0.70％を超えると、鋼板の硬度が過度に上昇して打ち抜き加
工性の低下を招く。これは、Mnが固溶強化により鋼を強化するからである。また、Mn量が
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0.70％を超えると、熱延鋼板の表面にスケール起因の欠陥が発生しやすく、また、熱間圧
延後に酸洗を行っても、スケールを完全に除去することが困難となる。その結果、冷間圧
延後の焼鈍済み鋼板の表面性状にも悪影響を与え、所望の表面粗さが得られない。従って
、Mn量は、0.10～0.70％の範囲に限定した。なお、Mn量は、0.50％以下とすることが好ま
しく、さらに好ましいMn量は、0.20～0.50％の範囲である。
【００１７】
Ｐ：0.025％以下
　Ｐは、固溶強化により鋼を強化する元素である。しかし、Ｐ量が0.025％を超えると、
スラブ割れや鋼板の表面欠陥の発生原因となる。また、鋼の著しい硬度上昇を招き、打ち
抜き加工性が劣化する。従って、Ｐ量は、0.025％以下に限定した。好ましいＰ量は、0.0
23％以下である。なお、Ｐ量が0.01％未満の場合には、その強化に及ぼす効果に乏しいの
で0.01％以上とすることが好ましい。
【００１８】
Ｓ：0.025％以下
　Ｓは、鋼中に不純物として存在する元素である。特にＳが0.025％を超えて含有される
と粗大な介在物を形成し、それが起点となって加工割れの原因となり、打ち抜き加工性の
著しい低下を招く。また、Ｓは、熱延鋼板のスケール剥離性にも影響を及ぼし、Ｓ量が0.
025％を超えると、酸洗後の表面性状が劣化して、その結果、冷間圧延後の焼鈍済み鋼板
の表面粗さも粗くなる。従って、Ｓ量は0.025％以下に制限した。好ましくは、0.020％以
下である。
【００１９】
Al：0.01～0.05％
　Alは、鋼の脱酸のために含有させる元素である。Al量が0.01%未満では、十分な脱酸効
果は得られない。一方、Al量が0.05%を超えても脱酸効果は飽和する。従って、Al量は、0
.01～0.05％の範囲に制限した。好ましいAl量は、0.03～0.05％の範囲である。
【００２０】
Ｎ：0.008％以下
　Ｎは、鋼中に不純物として存在する元素であり、Ｎ量が0.008％を超えると、鋼板が過
度に硬化し打ち抜き加工性を低下させる。従って、Ｎ量は0.008％以下に制限した。好ま
しくは、0.005％以下である。
【００２１】
　以上、必須成分について説明したが、本発明では、各成分が上記の組成範囲を満足する
だけでは不十分で、特にＣ、Mn、Ｐについては、次式（１）を満足させる必要がある。
Ｃ＊＝(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)≧0.21 ・・・（１）
　本発明において、鋼板の硬度に大きく影響する元素はＣ、MnおよびＰであり、このＣ＊
は、本発明の鋼板において、硬度の指標となるものである。Ｃ＊の限定理由について、後
述する実施例１をもとに作成した図１を用いて説明する。Ｃ＊と硬度（HRB）には、図１
に示すような比例関係があり、Ｃ＊の値が0.21以上のとき、硬度が所望の83 HRB以上とな
る。従って、本発明では、Ｃ＊について上掲式（１）の条件を満足させるものとした。
【００２２】
　本発明の鋼板において、上記以外の成分は、Feおよび不可避的不純物である。ただし、
本発明の効果を損なわない範囲内であれば、上記以外の成分の含有を拒むものではない。
【００２３】
　次に、本発明において、鋼板の硬度および表面粗さを上記のように限定した理由につい
て述べる。
硬度（HRB）：83以上
　トランスミッションは、鋼板をリング状に打ち抜いたプレートを何枚も重ねてトルクを
伝達する構造になっている。従って、使用される鋼板には、耐摩耗性が要求され、耐摩耗
性を確保することができる硬度（HRB）：83以上が必要となる。硬度が83 HRB未満の場合
、耐摩耗性の低下が問題となるため、83 HRB以上とする必要がある。なお、硬度が95 HRB
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を超えると、打ち抜き形状の不具合や、打ち抜き時において、鋼板に割れ、亀裂が発生す
るため、95 HRB以下とすることが好ましい。
　また、耐摩耗性の向上には、表面粗度が小さいことが好ましく、本発明の鋼板において
も、表面粗さを算術平均粗さ：Ｒaで0.3μm以下とすることが好ましい。なお、製造コス
トを著しく上昇させない範囲で達成できる表面粗さの下限値としては、現状の技術レベル
では0.1μm程度である。
【００２４】
　次に、本発明の冷延鋼板の製造方法について説明する。
　上記の成分組成になるスラブを、仕上げ温度：Ａr3変態点以上で熱間圧延し、巻取温度
：580～750℃で巻き取り、さらにこの熱延鋼板を酸洗し、ついで圧下率：65％以上で冷間
圧延した後、連続焼鈍炉において680℃以下の温度で焼鈍を施す。
【００２５】
　スラブの製造方法については、特に制限はなく常法に従えば良い。スラブの溶製および
鋳造は、生産効率およびスラブ品質の観点から、転炉および連続鋳造機を用いて行うこと
が好ましい。
【００２６】
　熱間圧延は、熱延鋼板の品質及び熱間圧延の効率などの点から、仕上げ温度はＡr3変態
点以上とする必要がある。仕上げ温度がＡr3変態点未満の場合、熱延鋼板でのフェライト
変態が促進されて、表層で粗大粒が形成され硬度が低下するという問題が生じる。その後
の巻取りは、巻取温度を580～750℃の範囲とする必要がある。巻取温度が580℃未満では
、結晶粒が過度に微細化すると共に、冷却歪みにより熱延鋼板が硬質化して冷間圧延性を
阻害する。一方、巻取温度が750℃を超える場合には、巻き取り後にフェライト平均粒径
が粗大化すると共に、鋼板表面のスケール生成が過度に促進されて表面性状が劣化し、表
面粗さが著しく劣化する。好ましい巻取温度は、600～720℃の範囲である。なお、Ａr3変
態点は、示差熱膨張計等を用いた熱膨張測定により求めることができる。
【００２７】
　熱延鋼板は、常法に従って酸洗され、鋼板表面のスケールを除去した後に、冷間圧延に
供される。冷間圧延の圧下率は、65％以上とすることが必要である。これは、冷間圧延後
に施される焼鈍において、フェライト粒を微細にして硬度を高めるとともに、表面粗さを
小さくするために必要である。一方、圧下率の上限は、特に限定するものではないが、85
％を超える高い圧下率で冷間圧延した場合には、圧延後の鋼板の形状不良や板厚精度の低
下、冷間圧延機の圧延負荷が過大になることによる生産性の低下などが懸念される。従っ
て、圧下率は、85％以下とすることが好ましい。
【００２８】
　冷間圧延をした鋼板は、連続焼鈍炉にて焼鈍が施される。本発明において、冷間圧延後
に再結晶完了温度以下で焼鈍することが特に重要である。焼鈍温度が再結晶完了温度を超
えると、焼鈍後の組織がほぼ100%が再結晶組織となるため、冷間圧延時に導入された圧延
歪は消滅する。従って、所望の高い硬度を得ることができない。そこで、焼鈍温度を再結
晶完了温度以下とすることによって、未再結晶粒と再結晶粒が混在する部分再結晶組織と
することができる。
【００２９】
　本発明の方法では、未再結晶率の比率は焼鈍温度によって決定され、焼鈍温度を680℃
以下とすることで、未再結晶率を25％以上とすることができる。焼鈍温度の下限は、特に
限定するものではないが、連続炉の温度及び雰囲気の制御性と生産性の観点から、500℃
以上とすることが好ましい。また、焼鈍後の冷却速度は、特に限定するものではないが、
５～25℃/s程度とすることが好ましい。さらに、この冷却の途中、320～420℃の温度範囲
で保熱処理を施すことは、鋼板の形状安定性や、調質圧延を施す場合には調質圧延での表
面粗度調整の点で有利である。
　なお、未再結晶率は、焼鈍温度により適宜調整することが可能である。未再結晶率と焼
鈍温度との関係は、例えば、以下のように求めた見かけの未再結晶率と該未再結晶率を得
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る焼鈍温度との関係を予め求めておき、この関係を基に、所望の未再結晶率を得る焼鈍温
度に調整すればよい。
（見かけの未再結晶率）＝（HRB(P)－HRB(S)）/（HRB(H)－HRB(S)）×100（％）
ただし、
・HRB(P)：所定温度で焼鈍した鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール）
・HRB(S)：完全に再結晶組織となる温度で焼鈍した鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール
）
・HRB(H)：全く再結晶が起こらない温度で焼鈍した鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール
）
　なお、上記した見かけの未再結晶率を求めるにあたっては、焼鈍後の冷却条件による硬
度の変動を除外するため、冷間圧延後の鋼板を焼鈍後水焼入れした鋼板の硬度を測定して
求めることが好ましい。
　また、上記のようにして求めた見かけの未再結晶率と鋼板硬度の関係を予め求めておき
、この関係をもとに、焼鈍後の鋼板の硬度から、見かけの未再結晶率を求め、鋼板の未再
結晶率を推定することも可能である。
【００３０】
　焼鈍後の冷延鋼板を、調質圧延にて、軽圧下圧延しても良い。これは、表面粗さを調整
するとともに硬度をさらに改善するためである。例えば、好ましい表面粗さ：Ｒa≦0.3μ
mとするには、圧延率は伸び率で２%以上とすることが好ましい。なお、圧延率の上限は特
に限定するものではないが、過度に高い圧延率では、鋼板の形状にばらつきを生じる。ま
た、調質圧延を行う圧延機の能力を考慮すると、圧延率は伸び率で５％以下とすることが
好ましい。
【実施例１】
【００３１】
　表１に示す成分組成になるスラブを、1200℃に加熱したのち、仕上げ温度をＡr3変態点
以上として熱間圧延し、次いでランナウトテーブル上で冷却して600℃で巻き取り、熱延
鋼板の板厚を５mmとした。ついで、酸洗にてスケール除去した後、圧下率：70％で冷間圧
延し、板厚：1.5mmの冷延鋼板とした。この冷延鋼板を脱脂した後、連続焼鈍炉にて650℃
で焼鈍を施した。焼鈍時間は、１分とした。焼鈍後は、鋼板を10℃/ｓの速度で冷却した
後、320～420℃で2.5分間保熱したのちに室温まで冷却した。さらに、調質圧延ラインに
て、圧延率（伸び率）：3.0％で軽圧下圧延した。
【００３２】
　かくして得られた鋼板のフェライト平均粒径、未再結晶率、表面粗さ、硬度、打ち抜き
加工性および耐熱変形性について調べた結果を表１に併記する。
　なお、各調査項目については次に示す方法で測定した。
フェライト平均粒径
　鋼板から試料（圧延方向の板厚断面）を切り出して研磨後、フェライト結晶粒界を現出
させ、電子顕微鏡で800倍の倍率で観察して写真撮影したのち、JIS G 0551（附属書）に
記載の切断法による鋼のフェライト粒度試験方法（JIS G 0552 (1998)）に準拠して求め
た。
【００３３】
未再結晶率
　未再結晶率は、フェライト平均粒径を求めた場合と同様に、圧延方向の板厚断面を800
倍で観察し、未再結晶組織の面積率を求め、これを未再結晶率とした。
【００３４】
表面粗さ
　JIS B0601に規定される測定方法に準拠し、算術平均粗さ：Ｒaを求めた。
【００３５】
硬度（HRB）
　鋼板から20×60mmの大きさの試料を切り出し、JIS Z 2245に規定されるロックウェル硬
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B）とした。
【００３６】
打ち抜き加工性
　プレス式の打ち抜き機により、打ち抜き寸法：内径140mm×外径160mm、クリアランス：
板厚の10％（板厚：1.5mm）で打ち抜いたリング状試験片を製作した後、鋼板圧延断面で
の打ち抜き端面を倍率10～20倍の光学顕微鏡にて観察し、次の基準にて評価した。
・良好（○）：打ち抜き端面に亀裂やボイドが認められず、バリや極端なダレの発生がな
い。
・不良（×）：打ち抜き端面に亀裂やボイドが認められる、あるいはバリが発生している
。
【００３７】
耐熱変形性
　打ち抜き加工性を評価したものと同一のリング状試験片を300℃で30分間加熱した後、
室温まで空冷したときの試験片の反り量で評価した。反り量が0.1mm以下であれば良好と
いえる。
　なお、反り量の測定は次のように行った。加熱・空冷後の試験材を#800以上のエミリー
研磨紙で両面を研磨した後、定盤の上に置き、接触式のハイトゲージを用いて周方向10箇
所の高さを測定し、マイクロメーターで測定した同一箇所の板厚との差を求め、その最大
値を反り量とした。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
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　表１に示したとおり、発明鋼はいずれも、所望のフェライト平均粒径、未再結晶率、表
面粗さが得られ、硬度（HRB）、打ち抜き加工性および耐熱変形性に優れることが確認さ
れた。
【実施例２】
【００４０】
　表２に示す成分組成になるスラブを、1250℃に加熱したのち、表３に示す仕上げ温度で
熱間圧延し、ランナウトテーブル上で冷却して650℃で巻き取った。熱延鋼板の板厚は、
３～10mmとした。ついで、酸洗にてスケール除去した後、50～80％の範囲の圧下率で冷間
圧延し、板厚：1.5mmの冷延鋼板とした。この冷延鋼板を脱脂した後、連続焼鈍炉にて焼
鈍を施した。焼鈍温度は680℃以下の種々の温度とし、焼鈍時間は、１分とした。焼鈍後
は、鋼板を10℃/ｓの速度で冷却した後、320～420℃の温度範囲で2.5分間保熱したのちに
室温まで冷却した。さらに、調質圧延ラインにて、０～3.5％の範囲の圧延率(伸び率)で
軽圧下圧延した。
　なお、表２に示すＡr3変態点は、各々の鋼スラブより試験片を採取して、1250℃で30分
加熱保持した後、冷却速度：１℃/秒で冷却し、示差熱膨張計で測定した。
【００４１】
　かくして得られた鋼板のフェライト平均粒径、未再結晶率、表面粗さ、硬度（HRB）、
打ち抜き加工性および耐熱変形性について調べた結果を表３に併記する。
【００４２】
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【００４３】
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【表３】

【００４４】
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　表３に示したとおり、発明鋼である鋼種Ａ、ＩおよびＪにおいて、熱間圧延時の仕上げ
温度、冷間圧延時の圧下率、焼鈍温度および調質圧延時の圧延率（伸び率）のいずれもが
適正範囲内であるとき、所望のフェライト平均粒径、未再結晶率および表面粗さが得られ
、優れた硬度（HRB）、打ち抜き加工性および耐熱変形性が得られることを確認できた。
　これに対し、比較鋼である鋼種Ｂ～Ｈについては、熱間圧延時の仕上温度、冷間圧延時
の圧下率、焼鈍温度のいずれもが適正範囲内であっても、フェライト平均粒径、未再結晶
率および表面粗さのいずれかが適正範囲外であり、その結果、本発明で所期していたほど
良好な硬度（HRB）、打ち抜き加工性および耐熱変形性は得られなかった。
　なお、実施例１、２については、次のようにして見かけの未再結晶率を求めたが、前記
のようにして求めた見かけの未再結晶率と同等の結果を得た。
（見かけの未再結晶率）＝（(HRB(P))’－(HRB(S))’）/（(HRB(H))’－(HRB(S))’）×1
00（％）
　ただし、
　　(HRB(P))’：部分再結晶組織を有する鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール）
　　(HRB(S))’：完全に再結晶組織となっている鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール）
　　(HRB(H))’：全く再結晶組織を含まない鋼板のロックウェル硬さ（Ｂスケール）
　また、(HRB(S))’と(HRB(H))’は、次のようにして求めた。焼鈍前の冷延鋼板を580℃
と780℃で100秒以下の時間で加熱したのち、水焼入れし、それぞれの試料について硬度（
HRB）測定と組織観察を行った。加熱温度が580℃の試料については、全く再結晶組織を含
まないことを確認した上で硬度（HRB）測定し、(HRB(H))’とした。一方、加熱温度が780
℃の試料については、完全に再結晶組織となっていることを確認した上で硬度（HRB）測
定し、(HRB(S))’とした。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】Ｃ＊＝(Ｃ％)＋0.15×(Mn％)＋0.85×(Ｐ％)と硬度（HRB）との関係を示すグラ
フである。
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